
自然共生サイトへの申請について 

１．自然共生サイトとは 
① 世界の動向

2022 年に開催された生物多様性条約

第１５回締約国会議にて、2030 年までに 

地球上の陸と海のそれぞれ 30％以上を 

保護する『30ｂｙ30』が世界目標として 

盛り込まれた。 

② 国の動向

生物多様性国家戦略では『30by30』を主要な施策に定め、その達成に向け、環境省

は、自治体や企業が保有する公園等について、民間の取組等によって生物多様性の保全

が図られている区域を国が認定する『自然共生サイト』制度を令和５年度から開始。 

認定区域はＯＥＣＭ（生物多様性保全に資する地域）として国際データベースに登録さ

れる。 

２．登録のメリット 
 OECM と し て 国 際 デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ る こ と で 、 国 や 世 界 が 進 め る

“30”by30“への貢献

 本市における生物多様性の価値の維持・向上のための先行事例となる

 指標化することで取り組み状況を定量的に管理することが可能となる

３．認定基準 
① 境界・名称に関する基準 →申請区域が確定していること

② ガバナンス・管理に関する基準  →申請に関し、土地所有者等の同意を得ていること

③ 生物多様性の価値に関する基準 →９種類の価値（原生的な自然生態系が存する場、

希少な動植物種が生息している場など）のいずれかを有すること 

④ 活動による保全効果に関する基準→活動計画・モニタリング計画が定められていること

４．申請対象地   国分川調節池緑地 自然ふれあいゾーン、散策・休息ゾーンの一部 

→希少な動植物種が生育している点や、市民団体による管理が出来ている点、地域の

中高生と市民団体との協働調査体制を有している点から、申請対象地として選定。

５．申請・認定に係るスケジュール 
・令和 6 年 9 月 24 日 令和 6 年度後期分にて申請 

・令和 6 年 10～11 月 環境省事務局による予備審査 

・令和 6 年 12 月～令和 7 年 1 月 環境省審査員による審査 

・令和 7 年 3 月頃 環境大臣による認定 

・令和 7 年 4 月～ 認定後は 5 年ごとに更新手続が必要 

保護地区 OECM 

国が所有・管理 ⾃治体・企業が所有管理

⾃然共⽣サイト この 2 つのエリアで 30％以上を目指す 

(３０ｂｙ３０) 

出典：環境省ホームページ（https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/） 

※OECM とは…

保護区以外の生物多様性の

長期的な域内保全に貢献する

地域

国立公園など 
認定エリアを OECM に登録 

△第 1 回⽣きもの協働調査の様⼦(令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇)

△申請対象地 位置図

△希少⽣物種
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希少生物種画像




